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テキストボックス
福岡市開発行為の許可等に関する条例第9条第2項に基づく区域等を次のように指定する。1指定する区域　　　別図に示す、福岡市西区今津4番1ほか350筆2指定する建築物　　（1）建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅　　　　　　　　　  （2）建築基準法別表第2（ろ）項第2号に規定する店舗等




